
文部科学省における研究開発評価の概況について
文　部　科　学　省

〇「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」を策定（平成１４年６月）。
〇科学技術・学術審議会等に産業界も含めた外部者による評価体制を整備し、外部評価を実施。
〇「行政機関が行う政策の評価に関する法律」、「独立行政法人通則法」により定められた評価を着実に実施。
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<科学技術振興機構>
戦略的創造研究
推進事業

研究統括、領域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
による事前評価

研究統括、領域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
による中間評価

科学技術・学術審議会
による事前評価

科学技術・学術審議会
による中間評価

革新技術活性化委員会
による中間評価

革新技術活性化委員会
による事前評価

大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出
支援制度評価委員会
による事前評価

産学官連携ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
創出事業費補助金

(大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出支援制度)

宇宙開発

科学研究費補助金
科学技術振興調整費

（事後評価）

科学技術・学術審議会
による事後評価

研究統括、領域ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
による事後評価

（事前評価）

大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出
支援制度評価委員会
による事後評価

（中間評価）

大学発ﾍﾞﾝﾁｬｰ創出
支援制度評価委員会
による中間評価

産学官連携ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ
創出事業費補助金
(独創的革新技術開発
研究提案公募制度)

各施策の前年度の実施結果を受けて、
事前に設定した達成目標の達成度を事後(中間)評価

宇宙開発委員会
による事後評価

科学技術・学術審議会等
による事後評価

総額10億円以上の新規・拡充研究開
発課題については、

「行政機関が行う政策の評価に関する
法律」に基づき事前評価

・総額10億円以上の新規・拡充課題については、概算要求前に科学技術・学術審議会等による事前評価を実施。

・プロジェクト開始後、適切な時期が到来した案件については、順次、中間評価を実施(Spring-8等)。

ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

政策評価
（本省事業）
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科学技術・学術審議会等
による事前評価

宇宙開発委員会
による事前評価

宇宙開発委員会
による中間評価

(研究領域については、別途、評価委員会により中間・事後評価)

(継続研究については、別途、評価委員会により評価)

ＳＥＥ

革新技術活性化委員会
による事後評価

科学技術・学術審議会等
による中間評価

ＰＬＡＮ ＤＯ

総合科学技術会議
による評価等

・継続中の重要案件に係る各省評価の精査。

・総額３００億円以上の大規模新規研究開発について評価を実施。

・総合科学技術会議が評価の必要を認め指定する研究開発について評価を実施。

(参考）

独立行政法人評価
（独法事業全般）

・各法人において、研究開発の実施に当たり、適宜、外部評価を実施(理化学研究所等)。

中期目標期間終了後、独立行政法人
評価委員会が中期目標期間の業務に

関し、実績評価

国立大学法人評価
文部科学大臣による中期目標の策定
及び中期計画の認可の際、国立大学
法人評価委員会の意見を聴く

各事業年度終了後、国立大学人評価
委員会が年度業務に関し、

実績評価

中期目標期間終了後、国立大学法人
評価委員会が中期目標期間の業務に

関し、実績評価

主務大臣による中期目標の策定及び
中期計画の認可の際、文部科学省独
立行政法人評価委員会の意見を聴く

各事業年度終了後、独立行政法人評
価委員会が年度業務に関し、実績評

価

※国立大学法人評価委員会は、制度が発足したところであり、実績の評価は平成１７年度から。
※政策評価制度における各年度毎の実績評価及び独立行政法人評価制度並びに国立大学法人評価制度における各事業年度毎の実績評価、中期目標期間終
了時の実績評価並びに業務の改廃に関する検討については、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による２次評価が行われている。

（その他の関連する評価活動）



科学技術振興調整費の審査・評価システム（文部科学省）

○ 各評価者は各課題毎に評価し、４段階に採点を行う。コ
メントも付す。

評価基準
１．総合評点

以下の評定要素に着目しつつ、総合的な判断の上、評
点(判定できない場合を含む)を付ける。

２．評定要素

・研究の内容

・研究の必要性

・計画の妥当性

・研究体制の妥当性

等について、各プログラム毎に評価基準、評価項目を設

定し、審査部会にて確認。

年１回
1月～2月(H15)

研究申請書受理

各ＷＧ等の各委員が提案

書の内容を審査

書面審査（約１ヶ月）

○ 第一段審査の評価者の評点が記載
された資料を用い、特に第一段審査
の総合評点に重点を置きつつ、総合

的に評価する。

○ 採択課題候補の決定。

○科学技術振興調整費審査部会及び研究評
価部会は科学技術・学術審議会の委員、臨
時委員により構成され、その構成員は研究
計画・評価分科会長が指名。

○部会の下に設置されるＷＧは、科学技術・
学術審議会の委員、臨時委員及び専門委
員により構成され、その構成員は部会長が
指名する。

○臨時委員、専門員等は、学識経験のある者の
うちから、文部科学大臣が任命する。

研
究
費
交
付

審査結果を通知

研究申請者
不採択者を含む

研
究
開
発
の
実
施

１ ２ ３ ４ ５

年 年 年 年 年

成果報告書（毎年）

対象プログラム 申請数 採択数 採択率
科学技術振興に関する基盤的調査 10 5 50.0
産学官共同研究の効果的な推進 107 16 15.0

42 3 7.1
223 20 9.0
30 6 20.0
309 12 3.9
50 12 24.0
69 7 10.1

先導的研究等の推進

新興分野人材養成

我が国の国際的ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの確保

平成１５年度科学技術振興調整費新規課題等

戦略的研究拠点育成

若手任期付研究員支援

科学技術政策提言

評価者の選任

総合科学技術会議が毎年度「科
学技術振興調整費の配分の基本
的考え方」を決定

文部科学省

中間及び事後評価の実施
○中間評価：プログラム毎に予め定められた時期

（３年間等）に実施
今後の研究の進め方（継続、見直し、
終了）を評価

○事後評価：当該実施課題等終了の翌年度に実施

【評価者】 （H14実績）

各ＷＧ委員：１１９名

材料・物質ＷＧ、遺伝子・ゲノムＷＧ、細胞・生体
システムＷＧ、脳研究ＷＧ、健康・医療ＷＧ、生物
生産ｼｽﾃﾑＷＧ、地球・環境ＷＧ、基礎・基盤ＷＧ、
地震・防災ＷＧ、情報・通信ＷＧ、開放融合・COE育
成ＷＧ

科学技術・学術審議会研究・評価分科会
科学技術振興調整費審査部会及びその下
に設置される各ＷＧの各委員に提案書が
送付される。

【評価者】 （H15実績）

審査部会委員：２１名

各ＷＧ委員：１３５名

戦略拠点育成ＷＧ、政策提言ＷＧ、
ライフサイエンスＷＧ、情報・通
信ＷＧ、地球・環境・エネルギー
ＷＧ、物質・材料ＷＧ、基礎・基
盤ＷＧ、社会基盤・フロンティア
ＷＧ、ﾊﾞｲｵｲﾝﾌｫﾏﾃｨｸｽＷＧ、基盤的
ソフトウェアＷＧ、ﾅﾉﾊﾞｲｵ･ﾊﾞｲｵﾂｰ
ﾙＷＧ、知的財産ＷＧ、ﾊﾞｲｵ知的財
産ＷＧ、自然科学・人文・社会科
学融合ＷＧ、国際ＷＧ

ＷＧにおける審査

１回目 ２回目

書面審査の結
果をもとに、ヒア
リング実施課題
等の絞り込み

ヒアリング審査
を実施し、採択
課題候補リスト
を作成

最終成果報告書

プログラム評価（中間
及び事後）へ反映
（プログラム評価は総
合科学技術会議が実
施）

審
査
部
会
に
よ
る
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題
等
の
選
定

審査結果等につ
いて、総合科学技
術会議が確認

科学技術振興調整費新規課題等の審査・評価体制

：科学技術振興調整費の配分のため

の審査に係る調査審議を実施。

総合科学技術会議が毎年度「科
学技術振興調整費の配分方針」
を決定

文
部
科
学
省
に
よ
る
課
題
等
の
決
定

利害関係者の排除

○研究運営委員会

科学技術振興調整費により実施する課
題については、各課題毎に研究経験者等
の外部有識者から構成される（研究代表
者等も含む）研究運営委員会等を設置。
当該委員会では、研究課題の円滑な推進
を図るため、研究の厳密な運営管理に必
要な連絡調整を行うこととしており、プロ
ジェクトの実施期間中、継続的に運営す
ることで、一貫した恒常的な責任体制を確
保している。

○ 審査要領において、評価
者が提案者の利害関係者であ
る場合は、審査に加わることが
できない旨、規程。

科学技術・学術審議会

研究計画・評価分科会

：科学技術振興調整費により実施した課題
等の中間・事後評価、研究評価の在り方の
検討及び研究開発プロジェクトの評価に関
する調査審議を実施。

科学技術振興調整費審査部会

研究評価部会



科学研究費補助金のグラント審査システム(日本学術振興会 基盤研究等)

２７８の細目の評価者
通常の配置
①基盤研究S・A・B担当ｸﾞﾙｰﾌﾟ６名
②基盤研究C担当３名
③萌芽研究・若手研究Ａ・Ｂ担当
３名

○ 各評価者は各課題毎に評価し、５段階に
採点を行う。コメントも付す。

評価基準

１．総合評点

以下の評定要素に着目しつつ、総合的な判断
の上、評点(1～5、判定できない「－」を含む)を付
ける。

２．評定要素

(1)研究内容

①研究目的の明確さ、②独創性、③当該学問分
野及び関連学問分野への貢献度、④従来の研究
経過・研究成果等の評価、⑤「研究計画最終年度
前年度の申請」として再構築された研究課題⑥そ
の他、についてそれぞれ評点(1～5、判定できな
い「－」を含む)を付ける。

(2)研究計画

①研究計画の妥当性、②研究組織の構成③研究
遂行の能力、③その他、について評点(1～5、判
定できない「－」を含む)を付ける。

(3)研究組織の適切性、研究種目及び審査区分と
しての適切性

(4)申請研究経費の妥当性

年１回
１１月

研究計画調書受理

細目の各担当評価者
平均審査件数：

①～③それぞれ約100件

学術システム研究センタ－研究員等の主な役割学術システム研究センタ－研究員等の主な役割

・審査委員の選定、審査委員へのアドバイス
・審査方針
・評価基準等の原案作成
・審査委員会での助言・議事進行
・配分審査結果とりまとめ
・審査結果の開示に対する指導・助言
・中間・事後評価への参画
・制度改善のための各種調査
・申請者からの問い合わせへの対応等サービス業務
・科学研究費補助金制度の普及・啓発

第１段審査(書面審査)

1次評価

○ 第１段審査の評価者 の評点が記載
された資 料を用い、特に第１段審査
の総合評点に 重点を置きつつ、総合
的に評価する。

評価(RENEWAL)
14年度採択課題の評価から実施

同じ課題で引き続き研究を行うため、他の新
規申請書と共に評価(研究期間が４年以上
の課題について。最終年度の前に評価を受
けることが可能)

申請書送付

評価者は、日本学術会議より推薦のあった
約3000人のリストから約1,500人を日本学術
振興会で選出し、各分野(審査部会、小委員
会、分科・細目等)に配置。

任期は２年、原則再任不可。

科
学
研
究
費
委
員
会

日
本
学
術
振
興
会
会
長

文学小委員会

史学小委員会

経済学小委員会

法学小委員会

・ ・ ・ ・

小委員会

研
究
費
交
付

研究申請者(不採択のうち希望者)
に対し、第１段審査結果を開示

研
究
の
実
施

１ ２ ３ ４
年 年 年 年

国立情報学研究所の
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽに収録

継続課題

実績報告書(1～2頁)

申請数 採択数 採択率

基盤研究Ｓ 574 69 12.0

基盤研究Ａ 2,518 544 21.6

新 基盤研究Ｂ 12,441 2,661 21.4

基盤研究Ｃ 26,949 5,816 21.6

規 萌芽研究 14,001 1,478 10.6

若手研究Ａ 1,375 155 11.3

若手研究Ｂ 14,333 4,275 29.8

新規及び継続の採択率（平成15年7月現在）

評価者の選任

日本学術振興会
事務局

事務局
各第１段審査の評価者の各審査
区分毎に平均点と標準偏差をそろ
えるよう電算処理を行い、処理され
た評点（※）と、素点を第２段の資
料として提出。
※ 個々の評価者が出した採点が、
平均３となるように処理。

第２段審査(合議審査)

２次評価

各小委員会
(例：医学小委員会) 
約25名(幹事１名含む)

約40(主なものは約25)
ある小委員会毎での

評価
20～25名程度
数千件

１日目 ２日目

約60ある分科毎の
グループでの評価
数名～15名程度
数百～2000件

各細目からの評価者が
少なくとも２名おり、その
委員が、担当の細目の評
価結果について説明。
ボーダー付近の申請書、
評価の分かれるものにつ
いて議論。

○利害関係者の排除
評価者自身が研究代表者又は研究分担者である場合、或いは同一研究室の者等関係者が
研究代表者である場合、所要の措置を講ずる。
（第１段審査）関係を明記するとともに、原則として評点を付さない。
（第２段審査）審査に加わらない。

・ ・ ・
・



科学研究費補助金（特定領域研究）のグラント審査システム

○研究計画立案に際しての ○評価結果の一貫したフォローアップ（採択時のコメントから中間・事後評価までの評価結果を一貫して把握）
申請者へのアドバイス

○制度の普及 ○研究実施状況、研究動向等の把握（シンポジウム等への参加）
不採択者には不採択理由

相談を開示・
国立情報学研究所の採択者に採択時のコメン
データベースに収録トを開示

実績報告書( ～ 頁)1 2
文部科学省 各系委員会 レフリー審査 各系委員会 科学研究費補助金 研究者

審査部会
ヒアリング領域の選定 文部科学省 採択領域候補の決定

領域申請書受理 ２５０件程度 ５０件程度 ５０件程度 研究開始

年１回 採択領域の決定 ７月 年 年 年 年 年 年→ → → → → → → → → → →1 2 3 4 5 6
１１月 １５～２５名程度から 領域申請書 レフリーの審査意見書

構成される各委員会に 送付 等を参考として、各委
おいて、各委員が個別 員会毎に採択領域候補

※に行った審査結果の集 ヒアリング対象領域につ の約２倍の領域のヒア
計等を基に、合議によ いて関連分野研究者（３ リング（１課題当たり 研究課題を公募する 各系委員会 各系委員会
りヒアリング領域を選 名） に審査意見書の作 約４０分）を行い 領域は、２年目以降
定 成依頼 審査合議により採択候 下記の公募研究課題 研究期間に応じて 終了ヒアリン

補領域を決定 の審査を行う。 各年度に研究状況 グを実施
報告書の提出、又
はヒアリングを実
施

各系委員会委員の選任 レフリーの選任 評価基準等
中間・事後評価結果の取り
まとめ、本人への開示、フ学術分科会の委員及び臨時委員 申請者及び各系委員会委員 下記の着目点に着目しつつ、総合的
ォローアップ並びに学術調査官から推薦された から推薦をしてもらい、その な判断の上 「Ａ Ａ Ｂ Ｃ」で評、 －

者の中から分野バランス等を考慮 中から３名を配置。 価
し配置。 選任は 各系委員会の主査 ①研究計画の妥当性 中間・事後評価の結果は文部科学省、 、

選任は、学術研究助成課、学術 学術調査官が行う。 ②研究組織の妥当性 ホームページで公表
調査官が行う。 ③申請研究経費の妥当性

任期は２年、原則再任なし。 ④他府省等で実施中の各種研究事業と ○新規領域の採択率（平成１３年度）
の連携、整合性の確保に配慮がなさ 申請数 採択数 採択率

263 29 11.0れているか。 特定領域研究

※【公募研究課題の審査】（領域設定翌年度から実施）○利害関係者の排除
審査要項（科学研究費補助金審査部会決定）において規定
・領域 国立情報学研究所の評価結果の開示

委員自身が領域代表者等である場合、あるいは委員の関係者（同一の研究室 データベースに収録
親族）が領域代表者となっている場合は、審査に加わらない。

・公募研究課題
委員自身が研究代表者又は研究分担者である場合、あるいは委員の関係者 文部科学省 各領域別専門委員会 科学研究補助金 研究者 実績報告書( ～ 頁)1 2

（同一の研究室、親族）が研究代表者となっている場合は、評点は付さない。 審査部会

○審査組織 ○学術調査官の役割 研究計画調書受理 採択候補課題の決定 研究開始

（領域） 年１回 数十～数百件 採択課題の決定 ４月 年 年→ → → → →1 2
科 科 （領域） ・レフリーの選任 １１月
学 学 ・各系委員会委員の選任 各委員会８名程度の委
技 学 研 人文・社会系委員会 ・各系委員会の進行役 員の合議により、採択候 評価基準等
術 術 究 ・不採択理由の取りまとめ 補課題を決定。

、 、「 」・ 分 費 理工系委員会 ・中間・事後評価結果の取りまとめ 合議に先立ち個別審査 下記の評定要素に着目しつつ 総合的な判断の上 Ａ Ｂ Ｃ
学 科 補 ・領域全体の会議、シンポジウムへ 各領域別専門委員会委員の選任 を行うが １課題当たり で評価、 、
術 会 助 生物系委員会 の出席 原則３名で行い、３名の
審 金 領域代表者及び学術調査官から うち２名は領域外の者と ①研究目的は具体的かつ明確に設定されているか・評価結果の一貫したﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
議 審 推薦された者の中から、委員会の している。 ②研究計画及び研究方法は独創的なものであるか。・研究実施状況等の把握
会 査 （公募研究課題） 委員数の約２／３が領域外の者と ③当該研究領域の推進に十分な貢献が期待できるか。・申請者へのアドバイス

部 なるよう配置。 ④研究計画は十分に練られ、その進め方が着実なものとなってい・制度の普及
会 特定領域委員会 選任は、学術研究助成課、学術 るか。等・研究動向調査

調査官が行う。
各領域別専門委員会 （公募研究課題） 任期は、領域設定期間内で領域

(平 ､ 専門委員会) ・各領域別専門委員会委員の候補者 により異なり、２～５年 ○新規課題の採択率（平成１４年度）14 31
の推薦及び選考
・各領域別専門委員会の進行役 申請数 採択数 採択率

7,448 2,460 33.0・評価結果のコメントのとりまとめ 特定領域研究

新規領域の採択率（平成１５年７月現在）

特定領域研究 １７９ ２０ １１．２
申請数 採択数 採択率

新規課題の採択率（平成１５年７月現在）

特定領域研究 8,057 1,983 24.6
申請数 採択数 採択率



科学研究費補助金（特別推進研究）のグラント審査システム

不採択者には不採択理由
を開示 国立情報学研究所の

データベースに収録

実績報告書（1～2頁）
文部科学省 研究者レフリー審査 各系委員会 各系委員会 科学研究費補助金

審査部会
文部科学省 ヒアリング課題の選定 採択課題候補の決定

研究計画 １５０件程度 １５０件程度 ３０件程度
調書受理 採択課題の決定 研究開始 1年 2年 3年 4年 5年→ → → → → → → → →

研究計画調書 １５～２５名程度から 各委員会毎に採択予定 ６月
年１回 送付 構成される各委員会に 課題の約２倍の課題の
１１月 おいて、各委員がレフ ヒアリング（１課題当

関連分野研究者（３名） リーの審査意見書を参 たり約３０分）を行い
各系委員会 各系委員会に審査意見書の作成依頼 考として個別に行った 合議により採択候補課

審査結果の集計等を基 題を決定
に、合議によりヒアリ 研究期間に応じて 終了ヒアリン
ング課題を選定 各年度に現地調査、 グを実施

又はヒアリングを
評価基準等 実施

レフリーの選任 各系委員会委員の選任 下記の着目点に着目しつつ、総合的
な判断の上 「Ａ Ａ Ｂ Ｃ」で評、 －

申請者及び各系委員会委員 学術分科会の委員及び臨時委員 価
から推薦をしてもらい、その 並びに学術調査官から推薦された 中間・事後評価の結果は
中から３名を配置。 者の中から分野バランス等を考慮 ①特別推進研究として推進する必要性 文部科学省ホームページ

選任は 各系委員会の主査 し配置。 ②研究の独創性及び研究の意義 で公表、 、
学術調査官が行う。 任期は２年、原則再任なし。 ③研究分野の現状と動向及びその中で

の研究課題の位置付け
④研究遂行能力及び当該分野における

評価
⑤申請研究経費の合理性及び申請設備 ○新規課題の採択率（平成１４年度）

備品の当該研究課題に対する必要性 申請数 採択数 採択率
特別推進研究 166 16 9.6

○審査組織 ○学術調査官の役割 ○利害関係者の排除

科 ・レフリーの選任 審査要項（科学研究費補助金審査部会決定）において規定
学 ・各系委員会委員の選任
技 学 人文・社会系委員会 ・各系委員会の進行役 委員自身が研究代表者又は研究分担者である場合、あるいは
術 術 ・不採択理由の取りまとめ 委員の関係者（同一の研究室、親族）が研究代表者となって
・ 分 科学研究費補助金審査部会 理工系委員会 ・現地調査への同行 いる場合は、審査に加わらない。
学 科 ・中間・事後評価結果の
術 会 生物系委員会 取りまとめ
審
議
会

○評価結果の一貫したフォローアップ（採択時のコメントから中間・事後評価までの評価結果を一貫して把握）

○研究実施状況、研究動向等の把握（シンポジウム等への参加）○研究計画立案に
際しての申請者へ
のアドバイス
○制度の普及

新規課題の採択率（平成１５年７月現在）

特別推進研究 １４６ １６ １１．０

申請数 採択数 採択率



産学官連携イノベーション創出事業費補助金（独創的革新技術開発研究
提案公募制度）のグラント審査システム（文部科学省）

評 価 基 準
【科学的・技術的観点】 革新性の高い独創的な技術開発に関する研究であって、最終
的な目標の設定が可能であるとともに、その実現が見込める技術的可能性が高いも
のであること。

【社会的・経済的観点】 技術開発に関する研究の内容が、我が国の直面する課題の
解決にとって、実用的な意義が大きいものであり、かつ、国民生活・産業への波及効
果が具体的に想定されるものであること。

【申請経費の妥当性・研究実施体制等】

研
究
費
交
付

研究申請書受理
年１回
２月～３月

第２次審査
（ヒアリング審査）

研
究
開
発
の
実
施

状況報告書
実績報告書
研究報告書

１ ２ ３
年 年 年

革新技術活性化委員会が進捗状
況の把握・評価。必要がれば、研
究の変更、縮小、中止を決定。

総合研究報告書

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ評
価に反映

審査結果の通知
評価者コメントを
付して通知

研究申請者
不採択者を含む

第１次審査
（書面審査）

【審査・フォロ-アップ部会】

評価者は当該技術に関す
る専門的知識を有する学識
経験者、産業界、ベン
チャー等の有識者。

評価者は、各課題ごとに評
価し、４段階に採点を行う。
コメントも付す。

評価者は、１人当たり１課
題以内で特別推薦をするこ
とができる。

事 後 評 価

【評価部会→

革新技術活性化委員会】
研究終了後翌年度に、研究成
果報告会を開催し、成果の実用
化状況などについて把握。

他府省の競争的資
金との重複を排除

形式審査
申請書の振分け

最終審査
（合議審査）

【審査・フォロ-アップ部会】

利害関係のある申請者の
場合は、その都度退出。

評価者は、各課題ごとに評
価し、４段階に採点を行う。
コメントも付す。

研究開発型課題と調査研
究型課題の採択候補課題
を選定。

第１次審査の評価者の評
価は参考。

フ ォ ローア ップ

【 フォローアップ担当委員】

採択課題ごとにフォローアップ担当委員を１名置き、
研究開発期間中、研究の所期の目的を達成できる
ように、研究上の適切な指導・助言等（現地調査を
含む。）を実施。

【革新技術活性化委員会】

第２次審査の評価者の評
点及びコメントが記載され
た資料を用い、総合的に
評価。

採択課題及び配分額を決
定。

利害関係者の排除
審査要領において、評価者が申請者の利
害関係者である場合は、審査に加わるこ
とができない旨規定。

独創的革新技術開発研究提案公募制度

評価体制

革新技術活性化委員会 － 事務局（P.O.）

（文部科学省に設置）

審査・フォローアップ部会 評価部会

フォローアップ担当委員

公募の要件等を全て満
たすものかを審査。

利害関係の申し出が
あった評価者は、当該
課題の審査から外す。

課題毎の５名の評価者
を選定。

研
究
成
果
報
告
会

の
開
催

中 間 評 価

【評価部会→

革新技術活性化委員会】
第２年目にﾊﾟﾈﾙﾚﾋﾞｭｰ方式によ
る評価を実施。

平成１５年度採択率

申請者数 採択者数 採択率

６２２件 ３４件 １８．３倍

【プログラムオフィサー（P.O.）】・・・制度管理・評価等に係る以下の業務に参画（P.O.は平成１５年度より配置）

○評価プロセスの選定・計画・実行 ○申請者からの問合せ・相談への対応
○評価委員の選任 ○課題の進捗状況の把握（※フォローアップ担当委員と連携して実施。）
○採択課題案の作成 ○研究上必要な指導・助言等（現地調査を含む。）（※フォローアップ担当委員と連携して実施。）
○審査報告書・評価報告書の作成 ○制度全体の運営管理に係る業務

○採択・不採択理由の作成 ○制度全体の評価に係る業務

【革新技術活性化委員会】

「独創的革新技術開発研
究提案公募制度」の評価
方針を決定



産学官連携イノベーション創出事業費補助金（大学等発ベンチャー創出支援制度 審査システム）（文部科学省）

年１回
（H14のみ）

分野毎（ライフサイ
エンス、IT、ナノテク
ノロジー・材料、環境、
その他）に評価者を
選任

申請書の振分け 合議審査
２次審査

分野毎（ライフサイエンス、IT、ナノテ
クノロジー・材料、環境その他）に関
する専門家及び技術の市場性等に
ついて専門的知見を持つ者で構成

評価者（文部科学省が選任。提案者の利害関係者は除外）

【技術評価】

当該技術に関する専門的知識を 有する学識経験者等

【マネジメント評価】

当該技術に関する実用化面の専門的知見を有する学識経

験者、産業界、ベンチャーの有識者。

総合ランクを決定し、最終採択課題数の約２倍まで絞り込み。

評価基準

(1)技術評価 ①技術の新規性及び優位性

②研究開発計画の妥当性 等

(2)産業応用化評価 ①新規事業創出の効果

②起業の可能性・起業までの業務計画の妥当性 等

書面審査

1次審査

申請者

研
究
開
発
の
実
施

研究成果報告書

１ ２ ３

年 年 年

文部科学省事務局

評価者（分野毎）
技術評価 ２～４人
マネジメント評価 ２～４人

約２倍
まで絞
り込む

外部評価者複数名

研究進捗状況、研
究成果、起業の可
能性及び起業化計
画等について把握。

中 間 評 価

申請書研究
受理

他府省の競争的資金
との重複を排除

外部評価者複数名

研究成果、起業の
有無及びベン
チャー設立後の事
業化の状況等につ
いて把握。

質問、確認等

問い合わせ
への対応

研
究
成
果
報
告
会
の
開
催

２次評価の評価者は、
絞り込まれた申請書
の一次評価の結果を
踏まえて、評価委員会
の前に個別に評価を
実施。

研
究
費
交
付

【プログラム・オフィサー：制度管理・評価等に係る以下の業務に参画】

（P.Oは平成１５年度より配置）

○評価ﾌﾟﾛｾｽの選定・計画・実行 ○申請者からの問合せ・相談への対応

○評価委員の選任 ○課題の進捗状況の把握

○審査報告書・評価報告書の作成 ○研究上必要な指導・助言等（現地調査を含
む。）

○制度全体の評価に係る業務 ○制度全体の運営管理に係る業務

事 後 評 価

文部科学省事務局



戦略的創造研究推進事業の研究評価システム(科学技術振興機構：ＪＳＴ)

【個人型研究】評価項目
①個人研究者
・自らが研究構想の発案者であること。
・研究遂行のために必要な研究実績と
責任能力を有すること。

②研究課題
・独創性があること。
・インパクトを与える可能性を有すること。
・戦略目標及び研究領域から見て適当
なこと。

③研究計画
・適切な実施規模にあること。

研究課題の事前評価項目

以下の評価項目に基づき総合的に判断

【チーム型研究】評価項目
①研究代表者
・自らが研究構想の発案者であること。
・優れた研究実績を有し、研究チームの
責任者として研究全体に責務を負う事が
出来る者。

②研究課題
・先導的、独創的な基礎研究であること。
・インパクトを与える可能性を有すること。
・技術の進歩に画期的な役割を果たし、
新産業創出への手掛かりが期待できること。
・戦略目標及び研究領域から見て適当なこと。

③研究計画
・適切な研究実施体制、実施規模であること。

ＪＳＴ事務局

研究総括

領域アドバイザー
（６～８名）

○ 研究総括、領域アドバイザーが
一同に会し、各人が持ち寄った評
価結果を基に総合的に議論し、面
接対象者を選考。予定採択課題
数の２～３倍まで絞り込む。

○ 不採択者に対しては、理由を付
して通知。

研
究
課
題
の
決
定

年１回
全ての領域について
同時に募集
（５月～６月）

研究申請書受理
申請書の振分け

研究総括と領域アドバイザー研究総括と領域アドバイザー(任期：領域の発足から終了まで)

研究総括

要件

・当該研究領域について、先見性及
び洞察力を有する者。

・研究課題の効果的・効率的な推進
を目指し、適切な研究マネジメントを
行う経験、能力を有する者。

・優れた研究実績を有し、関連分野
の研究者から信頼されていること。

役割

・研究領域の課題の事前・中間・

事後評価の責任者

・領域アドバイザーの選任

・毎年のレビュー

・評価結果の資金配分への反映

・研究進捗状況の把握、助言等

領域アドバイザー

要件

・高い専門性を有すこと

・公平無私であること

・豊かな経験をもつ研究者または

第一線で活躍する研究者

・専門性や所属機関のバランスを考
慮して選任

役割

・研究領域の課題の事前評価

・中間・事後評価

・研究者への助言等

研究申請者
不採択者を含む

相談、質問、確認、不服等

問い合わせへの対応

ＪＳＴ内窓口

○ 面接対象者は自らの研究
構想、研究実施体制等につ
いて研究総括及び領域アド
バイザーに対し、プレゼン
テーションを行い、質疑応答。

○ 全面接対象者の面接終了
後、研究総括及び領域アド
バイザーによる議論を行い、
採択候補者を選考。

○ 不採択者に対しては、理由
を付して通知。

研
究
開
発
の
実
施

年次報告書

１ ２ ３ ４ ５
年 年 年 年 年

中間・事後評価

（個人型は事後のみ）
研究総括が領域アドバイザー
及び外部評価者の協力を得て
行う。

○研究開始後３年目を目
途に中間評価、研究終
了時に事後評価を実施
○中間評価の結果は以降
の資金配分に反映。

継続課題

最終報告書

審査結果を主な評価内容（不採
択理由を含む）とともに通知

○ 研究総括が、すべての
提案書を読み、領域アド
バイザーの専門性・所属
機関等を考慮して提案書
類を振り分ける。
（１提案につき２名以上）

書面審査

1次評価
領域アドバイザーによる評価が高
いもの３０件程度／半日

評価者
研究総括 １人
領域アドバイザー

６～８人

評価者
研究総括 １人
領域アドバイザー

６～８人

他府省の競争
的資金との重
複を排除

審査結果を主な評価内容（不採
択理由を含む）とともに通知

評価（継続研究）
科学技術振興審議会による評価

○研究終了前に、研究者から継
続研究の為の提案書を提出。
○今後更なる発展が期待できる
研究者については継続研究とし
て一定期間の研究を継続。

採択率(2003年度)

採択率採択数申請数

チーム型
CRESTタイプ

タイプ名

新規

継続

審査過程では、申請
者と師弟関係等にあ
る評価者が評価に関
わらないよう配慮し、
公正性を確保。

申請書 募集の際、研究総括
より領域の概要、
募集・選考にあたっ
ての考え方を提示

シンポジウム、
年報、終了報告書

公表

○各領域アドバイザーは、担当する提案書
類について評価書類を作成

面接審査

２次評価
１０～１２件／１日

ＪＳＴからの提案に基づき、ＪＳＴの
科学術振興審議会に置く評価委員会にて選任。

研究総括による
研究マネジメント及び評価
（年数回の資源配分）

451

個人型
PRESTOタイプ

43 9.5%

1,482 50 3.4%

15.4%123 19継続研究

研究領域評価
（個人型は事後のみ）

科学技術振興審議会による評価

○領域発足３～４年を目安に
中間評価、研究領域の終了
後できるだけ早い時期に事
後評価を実施。
○戦略目標の達成度を評価

追跡調査
必要に応じて外部
機関を活用しておこ
なう。
○研究終了後５年

を目途に、研究成
果の発展状況や

利用状況、参加研
究者の活動状況等
について調査



リーディングプロジェクトの進め方

文部科学省におけるプロジェクトの立案

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 分野別委員会等
における事前評価の実施

文部科学省による概算要求、政府予算案の決定

委員会への参加○プロジェクトの設定／ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞの指名
趣旨に合致したプロジェクトの設定及び

プロジェクトリーダを文部科学省で決定

○事業実施機関の選定
プロジェクトリーダの意見を聴取しつつ文

部科学省で事業実施機関を選定 研究開発
（研究内容／必要に応じて公募等を行う）

推進のため

の委員会

○実施機関の事業実施資金（委託費）の配分
（文部科学省）

検討・決定

・プロジェクトの成果
・進捗状況のとりま
とめ事業の実施

・評価項目の設定等（研究代表者を中心と
・成果の取扱い・外部して産学官の研究
への提供機関が実施）

報告／了承

（ ）中間評価による事業内容・実施機関の見直し 事業開始３年目

この他、各事業終了後に事後評価を行う。
評価

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 分野別委員会



 

実施フェーズ 企画立案フェーズ

宇宙開発におけるプロジェクト評価 

宇宙開発プロジェクトの評価は、「宇宙開発に関する長期的な計画」（平成１５年９月）に基づき、効果的かつ効率的に事業を推進す

るため、宇宙開発委員会が策定する指針に基づき実施。具体的には、「宇宙開発に関するプロジェクトの評価指針」（平成１３年７月 宇

宙開発委員会決定）に基づき、宇宙開発委員会のもとに置かれる計画・評価部会において第三者評価を行っている。 

運
用
終
了 

（
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
）

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
主
体 

（
宇
宙
開
発
委
員
会
） 

第
三
者
評
価
主
体 

宇宙開発委員会計画・評価部会 

・「宇宙開発に係る計画及びその評価に関する重要事項に関すること」について調査審議を行う 

・構成員：宇宙開発委員会委員３名、特別委員１２名 

研究 
・概念設計      

・プロジェクトに要求

されるミッション

の設定 

・要素技術の試作試験 

・ミッションを実現す

るシステムのコン

セプトの設定（複数

の候補） 

開発研究 
・予備設計 

・重要機器や先端技術に

ついて、実際に開発が

可能かどうかを確認す

るための要素モデル試

験 

・最適なシステムのコン

セプトを選定 

 

開発 
・基本／詳細設計 

・地上試験（実機モ

デル、サブサイズ

モデル等） 

・実機製作 

運用 

・打上げ／追跡管

制 

・運用・利用 

事前評価 
・プロジェクトが各段階に進む前に評価

・プロジェクトの意義や目標の妥当性、

期待される成果、実施体制、基盤技術

の成熟度等について評価 

中間評価 
・環境条件が企画立案フェーズ

から大きく変化した場合に 

実施 

・プロジェクトの目標の妥当性、

進行状況等について評価 

事後評価 
・プロジェクトの成果、目標の

達成度等について評価 

 

 



政

有

・・・政策評価会議

・・・政策評価に関する有識者会議

１１月 ３月 ４月 ６月 ７月 ８月 ９月 １１月 ３月

文部科学省の政策評価のサイクル

事 業 評 価 書 (平成16年度新規・拡充事業）

政
策
評
価
基
本
計
画(

三
年
計
画)

政
策
評
価
実
施
計
画(

年
度
計
画
）

平
成

年
度
評
価
方
針
の
検
討

（3月）
政有

（8月末）

政有

政策評価に関する
報告書作成

前年度実施した各省の評価書
及び政策への反映状況を

まとめたもの

公
表
及
び

国
会
へ
報
告

（6月）

総務大臣

（
研
究
開
発
評
価
課
題
の
事
業
評
価
書
）

（通知）

政有

各府省の政策評価に対する
客観性・厳格性の達成水準等

に関する審査

行
政
評
価
局
長

概算要求書作成過程

事業評価書作成過程

（6月） 政有

文部科学大臣

文部科学大臣

予算・政策・
基本的な
計画に反映

（6月） 政有

（３月）

文
部
科
学
大
臣

評
価
書
決
定

有
識
者
会
議

意
見
照
会

文部科学大臣

（送付）

大規模な研究開発そのほか
の国家的に重要な研究開発
についての評価

15
概
算
要
求
案

予
算
省
議

（し
め
く
く
り
）

概
算
要
求
決
定

会
計
課
長

ヒ
ア
リ
ン
グ

予
算
省
議

（重
点
課
題
）

＜総務省＞

総
務
大
臣

複数府省の統一性・総合
性を確保するための評価

客観的かつ厳格な
実施を担保する評価

＜総務省＞＜総務省＞

総合科学技術会議

＜内閣府＞

評価結果の
政策への
反映状況の
とりまとめ

文部科学大臣

総務大臣

（通知）

評価書の送付

文部科学大臣

政策評価
ヒアリング

ヒアリング結果

取りまとめ

評
価
書
案

総
務
省
等

事業評価
のリバイス

（３月）

（11月
～２月） 事業評価書

（継続事業、
事後的検）

評
価
結
果
の
反
映

文

部

科

学

省
平成14年度
実績評価書

総合評価書

文部科学大臣 文部科学大臣官房長

（計画の通知）



独立行政法人関係主要業務のフローチャート 

※一定規模以

上の資本金

の法人に対

し実施 

目 

標 

及 

び 

計 

画 

の 

作 

成

中 

期 
実 

績 

評 

価

中 

期 

期 

間 

の 

終 

了 

時 

独立行政法人 

中期目標の

受   理

中期計画 
(作成・公表) 

年度計画 
(作成・公表) 

主務大臣 府省評価委員会 

 
 
 

中期目標に

係る事業報

告書及び実

績報告書の

作成・公表 

 
 
民営化・業

務の改廃等 

財務諸表等

（作成・官

報公告等）

 
実績報告書

年 

度 

実 

績 

評 

価 

等

財務大臣 

中期目標 
(作成・公表)

中期計画の

認   可

年度計画の

受   理

指 示 

申 請 

認 可 

届 出 

財務諸表の

承   認

申 請 

承 認 

事業報告書

の 受 理

法 人 の 組

織・業務の

全般にわた

る検討及び

その結果に

基づく所要

の措置 

提 出 

中期目標へ

の 意 見

中期計画へ

の 意 見

中期目標へ

の 意 見

中期計画へ

の 意 見

意 見 
聴 取

協 議 

協 議 

意 見 
聴 取

財務諸表へ

の 意 見

意 見 
聴 取

年度業務実

績の評価及

び評価結果

の通知。業

務運営の勧

告（通知事

項及び勧告

内 容 の 公

表） 

提 出 

通知・

必要に

応じ勧  

告 

中期目標に

係る業務実

績の評価及

び評価結果

の通知。業

務運営の勧

告（通知事

項及び勧告

内 容 の 公

表） 

提 出 

通知・

必要に

応じ勧  

告 

法人の組織

等に係る主

務大臣の検

討に関する

意見 

意 見 
聴 取

総務省政策評価・独立

行政法人評価委員会 

年度業務実

績の評価結

果に対する

意見 

通 知 

必要に

応じ意

見提示 

中期目標に

係る業務実

績の評価結

果に対する

意見 

通 知 

必要に

応じ意

見提示 

法人の主要

な事務・事

業の改廃に

関する主務

大臣への勧

告 勧 告 

監事及

び会計

監査人

（※）

の監査 

その他の協議事項 
・限度額・年度を超える

短期借入金の認可 
・財産処分等の認可 
・当期未処分剰余金のう

ち経営努力により生じ

た額の承認 
・余裕金の運用方法に係

る指定 



国立大学法人に係る目標・計画・評価の概要

（ ）法律の運用に当た 政策評価・独立行政法人評価委員会 総務省
っては、大学の教
育研究の特性に常 （必要があるときは国立大学
に配慮。 ○評価結果 法人評価委員会に対し意見）

を通知
○中期目標・中期計画 ○教育研究評価
案について意見 の結果を通知

文部科学大臣 国立大学法人評価委員会 独立行政法人大学評価･学位授与機構
○業務継続の
必要性等について （国家行政組織法上の （いわゆるピア・レビュー機関）意見

８条機関（ 審議会等 ） ○ 面を専門的に評価「 」） 教育研究

○中期目標を提示・公表 ・幅広い分野の有識者で構成。
・大学評価・学位授与機構の評価

・中期目標の期間は６年間。 を尊重。
・大臣は法人の原案(意見）に
配慮。

・中期目標の記載事項：

①大学の基本的な目標
②教育研究の質の向上 ○ 面も含め中期期間の業績経営
③業務運営の改善・効率化 を 評価（年度評価も）総合
④財務内容の改善
⑤自己評価・情報発信

○中期目標の原案 ⑥その他の重要事項
活用（意見）を提出 評価の結果の

①各大学自身の改善の指針
○中期計画を作成 ○中期計画を認可（学生定員を含む） ②次期中期目標・計画への反映

（認可後、公表） ③運営費交付金の算定への反映

○年度計画を届出
・公表

国立大学法人


